
特別掲載　平成28年11月

１ 賃　金

（1） きまって支給する現金給与額

　

　この調査は、毎月実施されている常用労働者５人以上の事業所に関する「毎月勤労統計調査」を補完

することを目的に、平成28年7月31日現在、1～4人の常用労働者を雇用する事業所のうち、厚生労働大

臣が指定する一定の地域に所在する事業所について調査を行いました。

注) 事業所規模5人以上､5～29人､30人以上の数値は､｢毎月勤労統計調査地方調査｣(平成28年7月分)　の結果です。

108.4

　平成28年7月分の小規模事業所（常用労働者1～4人の事業所、以下同じ）の１人平均月間きまって

支給する現金給与額は、206,417円（前年比4.3％増）となりました。

　男女別では、男は286,257円（前年比2.0％増）、女は154,324円（同6.1％増）でした。（第1図、第1表）

　主な産業についてみると、製造業は249,136円、卸売業,小売業は184,072円、医療,福祉は195,772

円でした。

　また、きまって支給する現金給与額の事業所規模間の格差についてみると、小規模事業所の給与

水準は、事業所規模5人以上を100とした場合は86.7、規模5～29人を100とした場合は94.7、規模30

人以上を100とした場合は81.5でした。（第1表）

第1表　小規模事業所の給与水準比較

小 規 模 事 業 所 の 水 準きまって支給する現金給与額（円）

87.1

89.6

30人以上=100

女 154,324 161,796

253,238

93.4 99.0

計

142,318 177,150 95.4
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（2） 特別に支払われた現金給与額 （勤続１年以上の常用労働者について集計）

 ２　出勤日数

 ３　労働時間

 ４　利用上の注意

　平成27年8月1日から平成28年7月31日までの過去１年間に特別に支払われた現金給与額は、

190,342円（前年比1.0％増）、きまって支給する現金給与額に対する割合は、0.92か月分（前年差0.03

か月分減）となりました。

  男女別では、男は258,655円（前年比7.5％減）、女は143,736円（同10.9％増）でした。

　平成28年7月の１人平均月間出勤日数は、19.6日（前年差0.5日減）となりました。 （第2図）

　男女別では、男が21.6日（前年差0.7日減）、女は18.3日（同0.3日減）でした。

　平成28年7月の１人平均通常日１日の実労働時間は、7.0時間（前年差0.1時間減）となりました。

（第2図）

　男女別では、男が7.8時間（前年差0.1時間減）、女は6.6時間（同水準）でした。

　この調査結果は、厚生労働省が集計及び公表しているものから、本県分を中心に取りまとめたも
のです。
　また、産業分類については、平成21年調査から、平成19年11月改定時の日本標準産業分類に
基づき表章しています。
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第2図 出勤日数及び通常１日の実労働時間の推移 
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